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１．はじめに
　ベトナムは、インドシナ半島の東端に位置する国
で、人口は約9,270万人で、ASEANの中では、イン
ドネシア、フィリピンに次ぐ第３位である。経済の
規模を表す名目GDPはASEANの中ではフィリピン
に次ぐ６位であり、ASEAN主要国の中では最下位
ながらも、過去５年の平均実質GDP成長率は5.9％と、
堅調な成長を続けている。

　日本企業も、安価な労働力から多くの企業が進出
しているが、ベトナムは模倣品が増加傾向にあるこ
とから、進出するに際しては、知的財産の保護にも
十分留意すべきである。知的財産に関連する法律は、
特許、商標、意匠、著作権などが知的財産法の中に
一緒に規定されており分かり難い。また日本語（漢
字、片仮名、平仮名）の商標は、ベトナムの平均的
消費者が理解できないため、識別力がないと判断さ
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れており、商標登録を受けることが困難である。日
本で販売している製品をそのままベトナムに輸出す
る場合は、商標登録を得ることが出来ず、模倣品が
発見されても、対策を取り難いという状況が発生し
てしまう。ベトナムの法制度の特徴を理解し、リス
ク対策を十分行うべきである。今回は、ベトナムの
商標登録制度について、日本と異なる特徴点を挙げ
ながら、概説する。

２．知的財産保護状況
【法律・条約等の加盟状況】
　ベトナムが加盟している条約としては、パリ条
約、TRIPS協定等がある。知的財産に関する法律と
しては、2006年に施行された知的財産法（Intellectual 
Property Law 50/2005/QH11）がある。現行法は、
2009年改正の知的財産法（No.36/2009/QH12）（以
下、「知財法」という）」で、特許、意匠、商標、商号、
地理的表示、回路配置、著作権、著作隣接権、育成
者権、ドメインネーム、不正競争、営業秘密が規定
されている。
　ベトナムは、2006年７月11日にマドリッド協定議
定書に加盟しているため、マドリッド協定議定書に
基づく商標の国際登録出願を利用して商標出願する
ことが可能である。なお、ベトナムは、マドリッド

議定書第14条（５）の宣言をしていないため、当該
国において議定書の効力が発生する日（2006年７月
11）前の国際登録についても、ベトナムを事後指定
することが可能である。

【組織】

　ベトナムでは、商標に関しては、科学技術省傘
下のベトナム国家知的所有権庁（National office of 
Intellectual Property of Vietnam（ 以 下、「 Ｎ Ｏ Ｉ
Ｐ」）という）が管轄官庁である。NOIPは、特許、
意匠、商標、地理的表示、回路配置に関する出願手
続き主な業務とする。著作権は、ベトナム著作権庁 

（Copyright Office of Vietnam）の管轄である。

【出願・登録件数】

　出願の傾向は、2011年以降、緩やかではあるが増
加基調にある。2014年のアセアン諸国の商標出願の
件数は、以下の通りである。なお、ラオス及びミャ
ンマーは、統計資料がないことから、対象国から除
外している。１出願多区分出願が認められない国が
あることから、一概に比較することは出来ないが、
単純に出願件数で比較するとベトナムは、８カ国中
３番目で、比較的出願数が多いといえる。

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Resident 20,832 22,378 21,215 22,376 22,813 24,629 26,563 30,476
Non-Resident 10,905 9,773 10,599 9,625 10,950 10,999 11,753 12,080

合計 31,737 32,151 31,814 32,001 33,763 35,628 38,316 42,556
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